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第３期花巻市教育振興基本計画　施策体系

【花巻市の
将来都市像】

【教育の
基本目標】

【政策分野】 【取組】

郷土芸能等の伝承活動の支援促進

　(3)　大規模スポーツ大会の開催

　(1)　芸術文化活動の推進

 ５．芸術文化
　　 の振興

　(2)　先人の顕彰

　(3)　文化財の保護と活用

特別展、テーマ展、企画展の充実

市史編さんへの着手

花輪堤ハナショウブ群落の調査・保存管理

文化財保存活用地域計画の作成

花巻城跡の調査・保存

文化財の保護と活用の推進

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の調査等の推進

発達段階に応じた授業の提供

埋蔵文化財の保護

公立保育園・幼稚園の適正配置

学校のICT環境の整備

コミュニティ・スクールの導入

部活動の適正化と教職員の働き方改革

生涯学習関連施設の充実・利用促進

国際都市化に向けた環境づくり

国際交流の推進

国内交流の活性化

スポーツイベント・大規模大会の誘致

合宿の誘致

大規模スポーツ施設の充実

芸術文化に触れる機会の提供

芸術文化活動の支援

郷土の先人に対する理解の促進

賢治さんの香りあふれるまちづくりの推進

国際理解の醸成

 ４．スポーツの
 　　振興

　(1)　生涯スポーツの推進
生涯スポーツ活動の推進

　(2)　競技スポーツの推進
競技レベルの向上

望ましい教育環境の整備

奨学金制度の充実

学校給食の充実

　(1)　自主的学習の推進
多様なニーズやライフスタイルに応じた講座の開設

自発的・自主的学習活動の支援・相談体制の充実

情報発信の強化

　(2)　青少年健全育成の推進
健全育成活動の推進

青少年の非行防止

小中学校の適正規模・適正配置に向けた取組

市内における高等教育環境の維持

 ２．学校教育の
　 　充実

　(3)　豊かな人間性の育成
認め合い、高め合う集団の育成

社会に参画する力の育成

防災教育の充実

ふるさと学習の深化拡充

命の教育の推進

　(4)　個に応じた支援体制の
     充実

特別な支援が必要な児童生徒への対応の充実

不登校児童生徒への支援の充実

【施策の領域】
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　(1)　子育て支援の充実

 １．子育て環境
　　 の充実 　(2)　家庭の教育力向上

　(3)　就学前教育の充実

　(1)　学力の向上

　(5)　学校保健の充実

 ３．生涯学習
　　 の推進

　(4)　民俗芸能の伝承

子ども・子育て支援事業計画の推進による子育て支援の充実

　(3)　国際化の推進

　(6)　教育環境の充実
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　(2)　体力の向上
運動の習慣化による体力・運動能力の向上

家庭と連携した健やかな体づくりの推進

子育てに関する情報の提供

基本的生活習慣の定着促進

就学前教育プログラムの推進

保育園・幼稚園の環境整備の促進

発達に関する相談機能の充実

花巻市学力向上アクションプランの推進

学力向上に向けた家庭・地域の理解促進

家庭と連携した健康づくりの推進
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第３期花巻市教育振興基本計画 

 

第１章 計画の策定に当たって 

 

１ 計画策定の趣旨 

花巻市のまちづくりの根幹をなす計画である「花巻市まちづくり総合計画 長期ビ

ジョン」は、10 年後の本市が目指すまちの姿を包括した将来都市像として「市民パ

ワーをひとつに歴史と文化で拓く笑顔の花咲く温か都市（あったかまち） イーハト

ーブはなまき」を掲げています。 

同計画では、この将来都市像を具現化するため、市民生活に直結する「しごと」、

「暮らし」、「人づくり」、その基盤となる「地域づくり」、「行政経営」の５つのまち

づくり分野に区分し、教育に関する政策・施策は「人づくり」分野として、「郷土を

愛し、丈夫な体と深い知性を持つ心豊かな市民が育つまち」を目指す姿としています。 

花巻市教育振興基本計画は、この総合計画の「人づくり」分野に掲げた政策・施策

の実現に向け、本市の教育行政の進むべき方向と、これを実現するための基本的な施

策と目標を定めるとともに、目標達成のために必要な事業を明らかにするため策定す

るものです。 

 

２ 計画の性格と位置づけ 

花巻市教育振興基本計画は、教育基本法第 17条第２項の規定により策定するもので

あるとともに、長期的な展望に立ち、本市の教育振興の方向と目標を定め、これらを

達成するための基本的な行政施策と事業を体系化・明確化するものであり、花巻市ま

ちづくり総合計画の「人づくり」分野の具体的な内容を示すものです。 

 

（参考）教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）[抄] 

（教育振興基本計画）  

第十七条 （略） 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体にお

ける教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

 

３ 計画期間 

計画期間は、令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５年間とします。 

 

４ 計画の策定手法 

  本計画の策定に当たっては、本市が目指す姿を定めたうえで、現状を整理し、目

指す姿に向かっていくために必要な教育に関する施策を構築するものとします。  
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第２章 本計画の基本目標と基本方針 

 

１ 本計画において目指す「市の姿」 

 本市が教育行政を通じて実現しようとする「市の姿」は、その実現性を高めるた

めにも、より多くの市民が納得し、自ら行動しようとする意欲が喚起され、市の姿に

ついてイメージを共有できるものであることが必要です。 

このため、本計画において掲げる「市の姿」は、策定作業や説明会、パブリックコ

メント等、多くの市民の声を反映し策定された、「花巻市まちづくり総合計画」の「人

づくり」分野の目指す姿と同一とし、この姿を第３期花巻市教育振興基本計画の『基

本目標』とします。 

また、基本目標を市民全体で共有するため、実現に向け目指すべき姿を具体的に示

すこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 政策分野 

  本計画は、その対象を未就学児や小中学生、また学校に限るものではなく、広く

市民を対象とする計画であることから、政策分野も教育に関連するものを広く網羅す

るものとします。 

このため、本計画における政策分野は、国の教育振興基本計画を参酌し、また、花

巻市まちづくり総合計画との整合性も考慮し、以下の５分野とします。 

（１）子育て環境の充実 

（２）学校教育の充実 

（３）生涯学習の推進 

（４）スポーツの振興 

（５）芸術文化の振興 

 

３ 政策別に目指す「市の姿」 

  本計画の基本目標達成のためには、各政策分野においても、実現しようとする「市

の姿」を明確にすることが重要であり、その姿は、本計画の基本目標の設定と同様に、

市民の意見が反映されたものであることが望ましいことから、「花巻市まちづくり総

 
第３期花巻市教育振興基本計画の基本目標 

「郷土を愛し、丈夫な体と深い知性を持つ心豊かな市民が育つまち」 

～すべての市民が学び合い、たくましく生き抜く強さと、 

思いやりの心を育む“人づくり”をめざして～ 
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合計画」の「政策の目指す姿」との整合性を図りつつ、次のとおり定め、これを『基

本方針』とします。 

 

（１） 子育て環境の充実 

 

 

 

  目標とする「市の姿」と「市民の姿」を実現する“人づくり”の第一歩として、「元

気な子ども」「やさしい子ども」「考える子ども」を育成する子育て環境をつくります。 

 

（２）学校教育の充実 

 

 

 

  市の将来を担う子どもたちの「郷土への愛着」「丈夫な体」「深い知性」「豊かな

心」を育む学校教育環境をつくります。 

 

（３）生涯学習の推進 

 

 

 

  すべての市民が生涯を通じて学び合いながら、広い視野を持って、まちづくり

に取り組む環境をつくります。 

 

（４）スポーツの振興 

 

 

 

 

  すべての市民が、スポーツを通じて、健康で元気な生活の基本となる「たくま

しい体と心」を手にすることができる環境をつくります。 

 

（５）芸術文化の振興 

 

 

 

   すべての市民が、地域について学び、芸術や文化に親しむ取組を通じて、「郷土

愛」と「豊かな心」を育む環境をつくります。 

「子育てに喜びを感じ、安心して、健やかな成長を育むまち」 

「子どもたちが、夢と希望を持ち、たくましく、いきいきと育つまち」 

「市民が、生涯を通じて学び、広い視野を持って活動するまち」 

「市民が、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽にスポーツに親しみ元気に 

活動するまち」 

「市民が、地域の歴史や文化、先人に誇りを持ち、芸術文化に親しむまち」 



- 4 - 

 

第３章 本市の教育をめぐる現状と課題 

 

１ 本市教育の特長 

本市には、藩政時代から学芸に秀でた先人の私塾や庶民に開かれた学問所が設立 

されるなど、「郷学（ごうがく）」の伝統があり、安政年間には文武の学館である「揆

奮（きふん）場」が開設されました。 

このような文武を重んずる気風は、学問と武術にとどまらず、産業や芸術の分野 

でも多くの優れた人材を輩出しました。 

このことは、商業の町、宿場町、あるいは農業の町として栄えてきた花巻という 

地が有する、進取の気風、自己研鑽、そして教育に対する高い意識を示すものであり、

この精神が本市教育の第一の特長です。 

また、各地域で育まれてきた、歴史や伝統に根差した多彩な文化、早池峰国定公 

園や田瀬湖などの豊かな自然、さらには、多様なスポーツ施設や博物館・美術館をは

じめとした数多くの文化施設など、恵まれた教育環境を有していることが、第二の特

長です。 

そして、地域の方々が長く教育振興運動に携わり、学校や家庭、行政とともに学 

校教育の充実や家庭の教育力の向上に貢献し、地域の教育力の基盤を築いていること

が第三の特長です。 

私たちは、未来を創る子どもたちのために、この三つの特長を今後も大切に守り 

育て、発展させていく重要な役割を担っています。 

 

２ 本市教育の現状と課題 

（１）社会的な要素 

 近年、急激な人口減少や少子高齢化の進行により、小・中学校の児童生徒数が

減少し、学校規模の縮小が進んでいるほか、人口の市の中心部への集中傾向が顕

著になっていることで、周辺地域のコミュニティの縮小が加速しています。 

このコミュニティの縮小は、本市教育の特長である地域の教育力の基盤が縮小

してきている現状を示しており、本計画に示す施策は、コミュニティの縮小とい

う現状を踏まえて構築していく必要があります。 

また、社会基盤のうち情報通信については、スマートフォンやタブレットが幅

広い世代に普及し、特に勤労世代においては、日常生活を便利にするアイテムと

して、欠くことのできない存在になっています。しかしながら、いわゆる「スマ

ホ依存」と言われる状況やネットを介して犯罪に巻き込まれるケースなどが増加

しているほか、幼少期から安易にこれらの情報機器を与えられることによる発達

上の問題も指摘されており、子どもたちはもとより、市民一人ひとりが適切に情

報を取り扱う能力や情報社会に主体的に対応できる力を獲得する必要が高まっ

ています。 

子どもたちの健やかな成長を育む基盤である家庭においては、核家族化や親世

代の勤労形態の多様化などにより、親と子が向き合う時間が減少しているほか、
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子育ての悩みなどを身近に相談できる相手がいない家庭が増加していることなど、

子育て世帯をめぐる環境が変容してきています。 

また、これまで、家庭をサポートする役割を担ってきた地域は、個人主義的な

風潮が進み他者への関与が難しくなっていることに加え、過疎化、高齢化等によ

るコミュニティの縮小により、その教育力の低下が危惧される状況にあります。 

このことから、家庭の教育力を向上させるための取組と共に、地域が人を育て、

人が地域を作る好循環を実現できるよう、地域における互助共助の活動を支援し

ていく必要があります。 

併せて、非正規雇用者やひとり親家庭の増加等による家庭の経済基盤の脆弱化

が、「こどもの貧困」という大きな社会問題につながっていることから、子どもた

ちの安全・安心な生活を保持するため、福祉部局と連携した支援の必要性が高ま

っているほか、貧困の連鎖を断ち切るため子どもたちの学ぶ機会の保障と自己の

将来設計に対する意識を高めることが求められています。 

特に、自己の将来設計に対する意識を高める取組については、農業や商業、観

光業に加え、これらを融合した６次産業のほか、近年、県南地域を中心に自動車

や半導体関連産業などの産業集積が急速に進んでいることから、子どもたちが本

市及び近隣市町に魅力ある産業が多数存在していることを十分理解できるよう、

産業界と連携したキャリア教育を充実させていくことが重要です。 

さらに、「観光立国」を目指す国の取組により、本市を訪れる外国人観光客が

年々増加しているほか、深刻な労働人材不足の解消を目指し「出入国管理及び難

民認定法」が改正されたことにより、本市の企業においても外国人労働者が増加

している現状から、外国人とのコミュニケーション力の向上や外国に関する知識

を深める必要性がこれまでになく高まっており、市民一人ひとりの国際感覚とコ

ミュニケーション能力を向上させる必要が生じています。 

 

（２）就学期前 

本市では令和２（2020）年３月に、子ども・子育て支援法に基づく、教育分

野と福祉分野を網羅した第２期花巻市子ども・子育て支援事業計画「イーハト

ーブ花巻子育て応援プラン」を策定し、「子どもが 親が 地域が 育ち 子育

てに喜びを感じるまちづくり」を基本理念に掲げ、各種事業を実施しています。 

令和２（2020）年５月１日現在、市内には就学前の保育・教育を行う施設とし

て、公立幼稚園２園、私立幼稚園５園、公立保育園９園、私立保育園 23 園、認

定こども園５園、公立小規模保育事業施設１園、私立小規模保育事業施設６園、

家庭的保育事業施設１園、事業所内保育事業施設２園、認可外保育施設５園の合

わせて 59 施設があり、約 2,900 人の子どもたちが、各施設、地域の特色を生か

した保育・教育を受けています。 

少子化が進む中、第２期計画では、家族形態の多様化や保護者の就労形態の変

化等に伴い、保護者の就労支援の観点から、病後児保育を導入し、保育サービス

の向上を図りました。今後は、医療的ケア児や発達障がい児など、特別な配慮が
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必要な子どもへの支援の強化を行う必要があります。 

保護者の就労活動等による保育所の入所希望に応えられず待機児童が発生し

ており、保育施設の整備補助や保育士確保のための事業を実施し、待機児童の解

消に努めています。 

また、就学前児童の教育・保育のニーズは地域によって特徴があり、その実態

に即した施設の適正な配置が求められていることから、前述の「イーハトーブ花

巻子育て応援プラン」において、公立保育園・幼稚園の適正配置に取り組むこと

としています。 

心身ともに健全な子どもの育成をさらに推進するため、本市では県内各自治体

に先駆け、市としての就学前教育の在り方を具体的に示した「就学前教育プログ

ラム」を平成 21（2009）年に策定（平成 28（2016）年４月１日改訂）し、家庭

や地域の教育力の向上、保育園・幼稚園・認定こども園・小学校の連携に取り組

んできた結果、子どもの基本的生活習慣の確立や小学校に入学したばかりの１年

生が学校生活になじめない状況が続く、「小１プロブレム」の解消などに、一定

の成果を上げています。 

今後、この成果をより高めるために、各園で乳幼児期からの保育の質を高め、

保幼こ小全ての関係者が育ちと学びの連続性を認識し、幼児期の教育と小学校教

育との円滑な接続を図っていくことが必要です。 

また、特別な支援を要する乳幼児については、保護者の不安解消と子どもの発

達の促進を図るため、個々の実態に即したきめ細かな支援を行うことが求められ

ています。 

 

（３）義務教育期 

本市における児童・生徒数の推移を見ると、第１期計画を策定した平成 19（2007）

年の児童生徒数が 8,722名であったのに対し、令和２（2020）年の児童生徒数は

6,807名と 1,915名減少したほか、令和 20（2038）年には 4,469名と、さらに 2,300

名以上減少する見込みです。 

人口減少に歯止めをかけるという市全体としての課題がある中、今後の児童生

徒数の推移を予測しつつ、発達段階に応じた学びの場の提供という観点や施設の

老朽化への対応も念頭に、「花巻市立小中学校における適正規模・適正配置に関

する基本方針」に基づき、保護者や地域と学校統合等の協議を進めていく必要が

あります。 

    学力については、これまでの少人数指導や授業力向上等の取組の成果もあり、

岩手県学習定着度状況調査及び全国学力・学習状況調査結果を見ると、小学校は

県や全国とほぼ同等の定着状況にありますが、中学校は数学と英語において、県

や全国の平均正答率をやや下回る傾向にあり、早期改善が強く求められる状況に

あります。 

    体力については、体力・運動能力調査結果を見ると、小学校は全学年で全国平

均を下回る傾向にあり、男子児童にその傾向が顕著となっていることから、体を
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動かす楽しさを実感させ、基礎体力の向上を図ることが求められています。 

一方、中学校は全国平均を上回る傾向にあり、中学校における部活動等への取

組が、体力の向上に大きく寄与していると考えられます。 

    しかし一方では、過度な部活動やスポーツ少年団活動から、授業に集中できな

い、家庭学習時間が十分に確保できない等の問題を生み、中学生の学力向上の妨

げの要因の１つになっている可能性も指摘されていることから、平成 30（2018）

年度に策定した「花巻市部活動等の在り方に関する方針」に基づき、バランスの

とれた部活動の在り方を推進する必要があります。 

    近年社会問題となっている「いじめ問題」への対応については、平成 26（2014）

年 12月に策定、平成 30（2018）年３月に改訂した「花巻市いじめ防止等のため

の基本的な方針」に基づき、社会全体でいじめを許さない風土を作ることを目指

し、学校組織として、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に取り組むことを

はじめ、児童生徒の主体的な取組や、教育委員会、保護者、地域など市民それぞ

れが主体的かつ協力的に行動することが求められます。 

市内の児童生徒（小学校５・６年生 1,596人、中学校 2,358人）を対象に実施

した「花巻市内の児童生徒の携帯型デジタル機器使用状況調査」において、自分

専用の携帯電話・スマートフォンを持っている児童生徒の割合は、平成 27年度

の小学校 20.9％、中学校 34.3％に対し、令和元年度には、小学校 30.1％（9.2％

増）、中学校 54.7％（20.4％増）と、中学校を中心に年々高まっています。一方

では、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の利用により犯罪に

巻き込まれる事例やインターネット上での誹謗中傷が深刻化するなどの問題が

顕在化してきており、小中学校おいて、子どもたちが適切に情報を取り扱う能力

や情報社会に主体的に対応できる力を育成していくことが求められています。 

個に応じた支援体制については、特別支援教育において、障がいの多様化と保

護者ニーズの多様化により、通常学級に在籍する特別支援対象児が増加傾向にあ

ることから、学校への支援と担当する教員のスキルアップが求められています。

また、不登校児童生徒への対応においては、その原因も多様化、複雑化している

現状から、防止に向けた取組と支援体制をより一層充実させる必要があります。 

義務教育期においては、令和２（2020）年度から新学習指導要領が順次実施さ

れ、社会と連携・協働し、新しい時代に必要な資質・能力を育む「社会に開かれ

た教育課程」が推進されており、今後は、コミュニティ・スクール等の仕組みを

構築し、地域の教育財産を生かした学校マネジメントの充実による「地域ととも

にある学校づくり」が、ますます求められています。 

食育の充実と豊かで魅力ある食生活の実現へ向けて実施される学校給食につ

いては、学校給食費公会計移行及び学校給食センターの管理運営を学務管理課学

校給食管理室が一元管理することにより、栄養教職員がより一層効果的な食に関

する指導を実践できる環境を構築します。 

 また、学校給食センターは、全体的に施設及び大型備品の老朽化が著しく、今

後も安全安心な学校給食の提供を行うことを最優先に、学校給食法や学校給食衛
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生管理基準等に基づく衛生水準を確保できる施設の維持及び再編について検討

する必要が生じています。 

 

（４）生涯学習 

市民のライフスタイルが多様化する中、自己形成・自己啓発を図る上でも生涯

学習に対する関心が高まっているものの、ニーズは多様化してきており、集団で

の生涯学習活動は減少傾向にあります。 

高齢者の生きがいづくりや社会参加の足がかり、貴重な知識や経験を生かした

地域活性化の手法として生涯学習による地域振興が期待されています。 

生涯学習においては、今後も学習機会が確保される環境づくりが必要であり、

関連施設の老朽化への対応をはじめとして、より多くの市民が生涯学習活動に参

加できるように意識の醸成を図ることやニーズの把握が必要です。また、生涯学

習活動を通じて得た知識や技術を、「地域づくり」や「次世代の人材育成」につな

げていくことが重要です。 

青少年期の健全育成については、次代を担う青少年が、社会の一員であるこ

とを自覚し、自ら進んで社会参加できるよう、家庭・地域・教育機関・行政が

連携して、必要な環境づくりを進めることが求められています。 

    特に、家庭教育は子どもが基本的な生活習慣を身につけ、社会性や人間関係の

基本を学ぶ上で重要な役割を担うものであり、教育振興運動の実践組織と連携・

協調しながら、「家族」を対象とした子育てに関する情報や学習機会を提供して

いくことが重要です。 

 

（５）スポーツ 

    本市では、各スポーツ施設の大規模改修などの事業を通じて、市民にスポーツ

活動の場を提供してきたほか、スポーツ少年団活動や早起きマラソンなど、地域

に根ざした生涯スポーツ活動の定着にも取り組んできました。 

しかしながら、令和２（2020）年度市民アンケートによると、20歳以上の市民

のうち、ほとんど運動をしていない者の割合が、第２期教育振興基本計画策定時

平成 27 年度時点から減少しているものの 30.6％と依然高い傾向にあり、今後に

おいても、継続的な運動の実施について、啓発活動ときっかけ作りを進めること

が必要となっています。 

また、競技スポーツにおいては、令和４年（2022）年に「日本マスターズ 2022

岩手大会（仮称）」や「第 49回東北総合体育大会」が県内で開催されることもあ

り、地元選手のさらなる活躍が期待されるほか、全国規模の大会に出場する選手

に対し経費等の助成拡充が必要となっています。 

さらに、高速交通網の利便性や全国有数の温泉宿泊施設、充実したスポーツ施

設などの地域特性を生かし、全国規模の大会やプロスポーツイベントなど、トッ

プレベルのプレーを身近で観戦することができる機会をより多く創出すること

により、スポーツに対する関心が深まり、スポーツ愛好者の増加や選手の競技力
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の向上が期待されます。 

 

（６）芸術・文化 

「本市教育の特長」にも記載したとおり、本市には、偉大な先達・先人たちが

築いた歴史や伝統に根差した多彩な文化があり、多くの芸術文化団体が、創造と

探究の意欲を持ち、自主的に活動に取り組んでいます。 

その一方では、先人の顕彰や掘り起こしの不十分さ、市内芸術文化団体の会員

の高齢化とそれに伴う参加者の減少といった課題を抱えており、生涯学習参加者

の裾野の拡大をより一層進めるなど、将来を見据えた改善が必要となっているこ

とから、若い世代が意欲的に芸術文化に触れる場を提供するためＳＮＳ等を活用

した芸術活動の周知の拡大を図ります。 

このほか、芸術文化活動の発表、鑑賞及び学習の場である文化会館をはじめと

した市内施設の老朽化が進んでいることから、花巻市公共施設マネジメント計画

に基づき、市民が安全に安心して活動できる施設を維持していく必要があります。 

また、本市には国指定の旧小原家住宅をはじめとする建造物や美術工芸品等の

多くの有形文化財があり、その保存・保護・活用のための課題を整理し、所有者

や管理者と共に必要な措置を検討し講ずる必要があります。 

さらに、本市には、国指定無形民俗文化財第１号でありユネスコ世界無形文化

遺産に登録された早池峰神楽をはじめとする数多くの民俗芸能が存在し、各団体

がその継承活動に熱心に取り組んでいます。 

しかしながら、多くの団体において少子高齢化等による後継者不足が進んで

いることから伝承に苦慮している実態もあります。そのため、後継者対策も含

めた活動支援策とあわせ、より多くの市民が民俗芸能に対する理解と認識を深

めるための取組が求められています。 

本市の埋蔵文化財は、岩手県遺跡台帳によると令和元（2019）年度末現在 1,007

箇所であり、今後も埋蔵文化財の適切な保護・保存に努めるとともに、歴史を

明らかにするための学術調査や、開発により破壊が免れない遺跡の記録保存調

査を行う体制の維持が必要になっています。 

 

３ 国等の教育改革の動向 

  文部科学省では、平成 26（2014）年９月に「小中連携・一貫教育の推進」に関す

る考えを、平成 27 年（2015）１月には「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置

等に関する手引」を公表し、少子化がさらに進むことが予想される中で、活力ある学

校づくりを実現していくための基本的な考え方を示しています。 

さらに、平成 29（2017）年告示の学習指導要領において、新たに「社会に開かれ

た教育課程」の重視や、小学校における外国語科の導入やプログラミング的思考の育

成、中学校における部活動の持続可能な運営体制等に取り組むこととされたほか、新

型コロナウイルス感染症への対策という側面もあり、１人１台タブレットの導入が急

速に進むなど義務教育を取り巻く環境は、目まぐるしく変化しています。 
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  一方で、近年、教職員の業務の長時間化が深刻化していることを受け、国において

は、令和元年 12 月に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法の一部を改正する法律」を公布し、学校における働き方改革を進めるための総合

的な取組の一環として、平成 31 年１月に策定した「公立学校の教師の勤務時間の上

限に関するガイドライン」を法的根拠のある「指針」に格上げするとともに、休日の

「まとめ取り」のため、一年単位の変形労働時間制を各自治体の判断により条例で選

択的に活用できる体制づくりを行いました。さらには、令和４年度を目途に小学校高

学年に教科担任制を導入すること、令和５年度以降、休日の部活動を段階的に地域移

行していくこと等にも取り組むとの方針が示されています。 

また、平成 27年度に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、教育と福祉が密

接に連携する必要性が高まっているなど、教育分野の拡大が進んでいます。 

本市においても、国等の制度改革の方向性を見極めながら、地域の実態を適切に捉

え、政策を展開する必要があります。 

 

４ 東日本大震災からの復興 

  平成 23（2011）年３月 11日に発生した東日本大震災は、多くの尊い生命が失われ

るなど甚大な被害をもたらし、災害を目の当たりにした子どもたちの心にも深い影響

を与えました。 

震災後、岩手県は『復興教育の推進』を掲げ、心のサポート授業、キャリア教育事

業、被災地支援ボランティア、東日本大震災に関する学習を通じて、震災からの復興・

発展を支える児童生徒の育成に取り組んでいます。 

このように学校教育現場において、復興の歩みを途切れさせず、震災の記憶を風化

させない取組は重要ですが、学校のみならず地域においても、復興を支援し災害への

備えを確かなものとする取組が必要となっています。 

 

５ 感染症への慎重な対応と健やかな学びの保障 

  新型コロナウイルス感染症の拡大は、国から学校の臨時休業を要請されるなど、本

市の教育環境にも大きな混乱をもたらしました。 

 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の

新しい生活様式」～」では、活動の内容を工夫しながら可能な限り、積極的に授業や

部活動、各種行事等の学校活動の継続に取り組み、子どもたちの学びを保障していく

こと、具体的には休業中の登校日の設定や分散登校などのほか、次年度以降を見通し

た教育課程の編成や学習活動の重点化、教師が対面指導と家庭や地域社会と連携した

オンライン教育を使いこなし、ハイブリッド化したかたちで協働的な学びを展開する

という新たな教育様式の構築などが求められています。 

 本市においても、新型コロナウイルス感染症への対応の長期化と併せ、次の新たな

感染症が発生することも想定し、感染拡大の状況がどのような場合でも、学校での学

びを止めないために、ＩＣＴの活用と校内で行う分散授業などについて、準備に万全

を期し、新たな流れに的確に対応することで、子どもたちを誰一人取り残すことなく、
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健やかな学びを保障していくことが重要になっています。 
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第４章 基本方針の実現に向けた取組 

 政策分野別の基本方針を実現するための具体的な取組と、その成果を検証するため

の指標は以下のとおりとします。 

 なお、推進する事業の具体的な内容、目標、年次展開等については、本計画に基づき

別途策定する『第３期教育振興基本計画実施計画』において定めるものとします。 

 
 

１ 子育て環境の充実                      

 

【基本方針】 

「子育てに喜びを感じ、安心して、健やかな成長を育むまち」 

  

少子化が進行する中、本市の次世代を担う子どもたちが健やかに成長していくために

は、子育てを行う環境の充実を図る必要があることから、親が安心して子育てを行うこ

とができるようにするため様々な支援を行います。 

 また、就学前教育の充実を図り、子どもたちが、生涯にわたり心身ともに健康な生活

を送ることができる基盤づくりを進めます。 

 

【成果指標】…まちづくり市民アンケート（現状値＝令和２（2020）年度結果） 

指標名 現状値 
４年度 
（2022） 

７年度 
（2025） 

子育てしやすいまちだと感じる市民の割合 64.0％ 65.0％ 66.5％ 

 

[目標設定の根拠] 

 本指標は、市が行う子育て支援に対する総合的な満足度を示すものです。 

 平成 27（2015）年度から令和２（2020）年度の実績は、増減はあるものの、おお

むね微増で推移しています。 

目標値は、令和２（2020）年 10 月に策定したまちづくり総合計画第３期中期プラ

ンに基づくものであり、令和２（2020）年度実績値 64.0％から年 0.5％増加し、令和

７（2025）年度には 66.5％となる設定としています。 

 

（１）子育て支援の充実 

【課題】 

① 地域の保護者同士が、子育てに関する悩みや不安を相談する機会が減少している

ことから、子育てに関する相談体制や保護者の交流等を生む取組等の充実が求めら

れています。 

② 保護者の就労活動等による入所希望に応えられず待機児童が発生しており、待機児

童解消のため、一層の保育士確保対策が求められています。 
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③ 核家族化の進行、ひとり親家庭の増加、共働き世帯の増加等子どもを取り巻く社

会状況が変化していることから、児童が安心して生活できる放課後の居場所の確保

が求められています。 
 

【取組】 

◆子ども・子育て支援事業計画の推進による子育て支援の充実 

令和２（2020）年３月に策定した「第２期花巻市子ども・子育て支援事業計画」に

基づき、子育て家庭を支援するため、子育て中の親子の交流促進、子育て相談、情報

提供を行うとともに、地域全体で子育てを支援する情報ネットワークの構築に取り組

みます。 

待機児童を解消するため、再就職支援金の貸付や家賃補助、奨学金返済補助などを

実施し、保育士確保に継続して取り組みます。 

子どもたちの放課後の居場所と安全を確保し、健全な育成を図るため、学童クラブ

の運営について、利用者ニーズに応じた適切な運営体制の確立と施設整備を推進しま

す。 
 

【事業】 

① 地域子育て支援センター事業 

〔子育て相談、親子の交流促進、子育てサークル等の支援、子育て支援活動団体等

の情報交換・研修 等〕 

② 保育力充実事業 

〔保育士再就職支援金の貸付、保育士等の奨学金返済への補助 等〕 

③ 放課後児童支援事業 

〔学童クラブ事業委託、学童クラブ施設整備 等〕 

 

（２）家庭の教育力向上 

【課題】 

① 家庭形態や保護者の就労形態の多様化等により、親が子どもと向き合う時間や豊か

な経験を有する祖父母などから、子育てについて学ぶ機会が減少していることから、

子育てに関する情報を行政等が中心となって提供していく必要があります。 

② 子どもたちが健康に育つために必要な「食事」「睡眠」「排泄」「清潔」「衣服の着脱」

に関する基本的生活習慣と「あいさつ」等のマナーやエチケットを小学校就学までに

身につけさせる必要があります。 
 

【取組】 

◆子育てに関する情報の提供 

各家庭が、子どもが生まれ育つ基本的な場として適切に機能し、子どもたちが心身

ともに健全に成長できるよう、家庭、保育園、幼稚園、認定こども園等、小学校、地

域、行政が連携し、子育てに関する有益な情報を提供していきます。 

◆基本的生活習慣の定着促進 
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家庭における子どもたちの基本的生活習慣等の定着を図るため、保護者と子どもが

一緒に取り組めるよう、保育園・幼稚園・認定こども園等を通じて啓発と推奨に努め

ます。 
 

【事業】 

① 家庭教育力向上事業 

  〔子育て講演会、ニコニコガイドの発行、家族でニコニコチャレンジ、ニコニコ 

せんせい体験 等〕 

 

（３）就学前教育の充実 

【課題】 

① 就学前教育プログラムに基づく取組により、子どもの基本的生活習慣の確立や小学

校へのスムーズな接続などに効果が表れてきていることから、一層、保幼こ小の全て

の関係者が育ちと学びの接続を重視する必要があります。 

② 運動する子どもとしない子どもの二極化、肥満傾向の子どもの増加等が見られるこ

とから、就学前に運動の習慣化を図る必要があります。 

③ 児童の安全確保を図るため、公立保育園・公立幼稚園施設の適切な管理が必要です。 

  また、私立幼稚園の良好な保育、教育環境の維持のための支援も必要です。 

④ 少子化が進行する中、就学前児童の教育・保育のニーズの地域的偏りが顕著になっ

ています。 

⑤ 少子化の進展により、保護者が子どもの発達の遅れや他の子どもとの発達の違いに

気づく機会が減少していることから、機会を捉えた相談・支援の充実を図ることが必

要です。 
 

【取組】 

◆就学前教育プログラムの推進 

  保育の質の向上及び幼児教育と小学校教育との円滑な接続のため、就学前教育プロ

グラムに基づき、乳児期からの育ちと学びの連続性の認識に立ち、系統的な研修を保

育園・幼稚園・認定こども園と一体的に継続して実施し、就学前教育の充実を図ると

ともに、保育園・幼稚園・認定こども園と小学校との連携を深めるため交流や合同で

の研修会を継続して実施します。 

  また、健全な心身の発達を促すため、遊びを工夫し日々の保育に生かす研修にも継

続して取り組みます。 

◆保育園・幼稚園の環境整備の促進 

  公共施設マネジメント計画に基づき、公立保育園・公立幼稚園の適切な施設修繕を

行います。 

私立幼稚園については、運営や預かり保育体制への支援を実施し、良好な教育環境

の維持を支援します。 

◆公立保育園・幼稚園の適正配置 

特別な配慮が必要な子どもの受入れや地域の特性への対応など公立施設の役割を
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保持しつつ少子化に対応するため、「花巻市公立保育園・幼稚園の適正配置に関する

基本指針」に基づき、公立保育園・幼稚園の環境整備に努めます。 

◆発達に関する相談機能の充実 

乳幼児の発達の遅れ等を早期に発見するため、保健センターでの健診や幼稚園・保

育園での巡回相談などを通じて、不安を抱える保護者の相談に対応していくほか、発

達障がいが疑われる場合や言語における課題がみられる場合には早期に支援を開始

します。 
 

【事業】 

① はなまき保幼一体研修事業 

〔保幼こ小連携研修、市内保幼特別支援教育担当者研修会、専門研修 等〕 

② 幼稚園教育環境充実事業 

〔幼稚園無償化給付、幼稚園等預かり保育利用料補助、私学運営補助、公立幼稚園

維持修繕 等〕 

③ 保育所保育環境充実事業 

〔公立保育園の施設維持修繕 等〕 

④ 発達支援事業、幼児ことばの教室事業 

〔発達相談、発達支援保育巡回訪問、ことばの巡回検査、ことばの指導・相談 等〕 
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２ 学校教育の充実                      

 

【基本方針】 

「子どもたちが、夢と希望を持ち、たくましく、いきいきと育つまち」 

  

各小中学校が、児童生徒の実態や課題を的確に捉え、小中連携の強化を図りながら、

「家庭や地域と連携した学校づくり」や「チーム学校」の概念のもと、上記基本方針に

基づく教育活動を推進し、「知・徳・体」のバランスのとれた活力ある児童生徒の育成

を目指します。 

学校運営においては、コミュニティ・スクールを導入し、マネジメントの工夫による、

創意と調和に満ちた教育課程の編成や特色ある教育活動を推進し、児童生徒がゆとりを

もって楽しく学習に取り組める環境の構築による学力の向上を図ります。 

 いじめへの対応については、「花巻市いじめ防止等のための基本的な方針」に基づき、

学校全体がチームとして機能することで、未然防止、早期発見、早期解決を図るととも

に、子どもたちに「命の大切さ」を伝える教育活動を通じて、「自己肯定感」や「自己

有用感」を高める取組を推進します。 

また、適切な学校評価の実施と積極的な情報公開に取り組み、保護者や地域と連携し

た学校運営の充実に努めます。 

 

【成果指標】…岩手県学習定着度状況調査、全国体力・運動能力、運動習慣等 

調査（現状値＝令和元（2019）年度） 

指標名 現状値 
４年度 
（2022） 

７年度 
（2025） 

将来の夢や目標をもっている児童生徒の割

合 

（小） 88％ 89％ 90％ 

（中） 75％ 76％ 80％ 

運動やスポーツが好きな児童生徒の割合 
（小） 92％ 92％ 92％ 

（中） 81％ 82％ 83％ 

自分にはよいところがあると思っている児

童生徒の割合 

（小） 69％ 78％ 78％ 

（中） 70％ 71％ 71％ 

児童生徒の学力の定着状況 

（県平均＝100） 

（小） 99 100 101 

（中） 99 100 101 
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[目標設定の根拠] 

 本指標は、「知・徳・体」のバランスのとれた活力ある児童生徒の育成度合いを図

るものです。 

平成 27（2015）年度から令和元（2019）年度までの実績は、小中学校ともに改善傾

向にありますが、「学力」において停滞が見られる状況にあります。 

 目標値は、改善傾向にあるものは現状維持を図ることとし、「学力」は県平均を上

回ることを目標としています。 

 

（１）学力の向上 

【課題】 

① 全国や県とほぼ同等の学力が身についていますが、基礎的・基本的な知識及び技能

や課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等の学力の育成が十分とはい

えない教科が見られる状況であり、早期改善が求められています。 

② 複式学級校に在籍する児童は、多くの同年齢集団で学習する機会が少ないことから、 

発達段階に応じた協働的な学びの場を提供することが必要です。 
 

【取組】 

◆花巻市学力向上アクションプランの推進 

児童生徒の学力の向上は本市教育の最重要課題であることから、「花巻市学力向上

アクションプラン」に基づき、「生活・学習環境の向上」や「学習者主体の授業改善」

「家庭学習の抜本的改善」に取り組み、ＩＣＴの活用も図りながら確かな学力の獲得

を実現します。 

特に、各学校長の強いリーダーシップのもと、「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向けた授業改善と併せ、社会に開かれた教育課程に基づき組織的かつ計画的に学

校教育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」を推進します。 

◆学力向上に向けた家庭・地域の理解促進 

十分な家庭学習時間の確保のために必要な、「ノーメディア運動」や「部活動の適

正な活動時間の設定による家庭学習の充実」の実現に向け、学校・家庭・地域が協議

する場を設定し、学力向上のための家庭・地域の理解促進に努めます。 

また、学力向上支援員を活用し、児童生徒並びに保護者に対し、学びの意識の啓発

に努めます。 

◆発達段階に応じた授業の提供 

複式学級の児童を対象とする他校との交流学習の開催を支援し、児童の発達段階に

応じた実技教科の授業を提供します。 
 

【事業】 

① 学力向上推進事業 

〔はなまき授業サポーター（小学校）及び中学サポーターの配置、学習定着教材の 

活用 等〕 

② まなび交流学習事業 
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〔複式学級校と隣接校が行う交流学習支援〕 

③ 小学校・中学校外国語教育推進事業 

  〔市内小・中学校に外国語指導助手を派遣、中学生の英語検定料助成 等〕 

④ ＩＣＴ活用事業（仮） 

  〔ＩＣＴ活用についての教職員への研修、支援員の配置〕 

 

（２）体力の向上 

【課題】 

① 日常の運動が習慣化されていないことにより、体力・運動能力が低い児童生徒が見 

られ、特に小学生の低下が著しいことから、その向上に取り組むことが必要です。 

② 運動の習慣化を図るため、児童生徒の健やかな体づくりを進めることが必要です。 
 

【取組】 

◆運動の習慣化による体力・運動能力の向上 

各校において、体力テスト等の分析結果を基に児童生徒の体力の実態を把握し、体

育の授業改善を図るとともに、始業前や業間活動における運動の励行、体育的な行事

の充実のほか、外部人材を活用した体育指導の実施等により、学校教育全体の中で児

童生徒の体力向上を図る取組を推進します。 

また、各種体育大会の開催等を行っている団体の活動支援を通じ、児童生徒の体力

及び競技技術の向上を図ります。 

◆家庭と連携した健やかな体づくりの推進 

  運動に取り組むためには、一定の体力を有していることが必要であり、そのために

は、「早寝・早起き」や「栄養バランスの良い食事」等が毎日の生活の中で実現され

ていることが重要であることから、学校と家庭が連携し、児童生徒の健やかな体づく

りを進めていきます。 
 

【事業】 

① 体力向上実践推進事業 

〔基礎体力の向上に取り組む実践校支援〕 

② 小中学校スポーツ振興事業 

〔小学校体育連盟及び中学校体育連盟の活動支援〕 

 

（３）豊かな人間性の育成 

【課題】 

① グローバル化や高度情報化の進展、環境汚染など地球規模の課題に直面している中、

学校においては、教育活動全体を通じて、コミュニケーション能力やソーシャルスキ

ル（社会の中で普通に他人と交わり、共に生活していくために必要な能力）の育成を

図り、望ましい集団づくりを進める中で、お互いを認め合うことの大切さ等を実感さ

せる取組の重要性が増しています。 

② 令和元（2019）年度「岩手県学習定着度状況調査」における自己肯定感に関する調
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査結果を見ると、小中学校ともに岩手県より低い結果となっており、本市の子どもた

ちの自己肯定感の育成が急がれる状況にあります。 

③ 児童生徒個々の人間性を高めるため、個人や団体等によるボランティア活動を積極

的に評価し、地域への貢献活動等に目を開かせることが必要です。 

④ 東日本大震災から 10 年が経過し、被災の記憶が薄らいでいることから、児童生徒

の防災等に対する意識を継続して高めていくことが必要です。 

⑤ 地域体験やキャリア教育の充実を通じた、郷土を愛する心と職業観の育成が求めら

れており、より効果的かつ実践的な体験メニューの発掘が求められています。 

⑥ 「いじめは、全ての児童生徒、全ての学級、全ての学校で起こり得る」との認識に

立った上で、いじめを許さない気運の醸成と、早期解決に向けた支援を行うことが必

要です。 

 

【取組】 

◆認め合い、高め合う集団の育成 

  家庭との連携を図りながら、学校教育目標と連動した生徒指導の充実による、一人

ひとりに向き合う学級づくりに取り組むとともに、「主体的・対話的で深い学び」や

「考え、議論する」道徳、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に基づく実践等により、

子どもたちがお互いを認め合い、高め合うことができる集団づくりを実現し、高い規

範意識と自己肯定感を育みます。 

◆社会に参画する力の育成 

児童生徒が学習や運動のみならず、主体的に社会や地域に関わり、主権者として生

きていくための多面的な力を育成するため、主権者教育の充実を図ります。 

また、ボランティアなど自主的な活動を支援し、社会参画や地域貢献に対する意欲

を育成するとともに、ネイティブスピーカーを活用して、国際的な視野を養います。 

◆防災教育の充実 

東日本大震災からの復興・発展を支える児童生徒を育成するため、岩手県が作成し

た復興教育副読本「いきる かかわる そなえる」を活用した授業等により、「復興

教育」と「防災教育」の充実を図ります。 

◆ふるさと学習の深化拡充 

本市の文化・環境・歴史等に関する学習・研究を行う地域体験やキャリア教育を「ふ

るさと学習」と位置づけ、その充実を図るため、地域の関係団体や博物館等の教育施

設と連携するとともに、総合的学習の時間における授業の組立て等について、助言・

指導に努めます。 

また、この取組により、花巻市民としてのアイデンティティの醸成を図り、児童生

徒がまちづくりに参画する素地を養います。 

◆命の教育の推進 

児童生徒が自ら考え行動する主体的ないじめ防止の取組として、道徳教育を学校の

教育活動全体で計画的に実施するとともに、「考え、議論する」道徳への質的転換を

図り、児童生徒が自らを価値ある存在と認め、自分を大切に思う自尊感情を高めると
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ともに、他者の存在に思いをはせ、共感する体験を通して、限りある命を生きている

ことの素晴らしさを実感する「命の教育」を推進します。 

また、「花巻市いじめ防止等のための基本的な方針」に基づき、「花巻市いじめ問題

対策連絡協議会」を開催し、各機関・団体との連携を図るほか、市広報紙において、

いじめ防止等のための取組を市民に周知するなど、家庭・ＰＴＡとの連携はもとより、

社会全体でいじめの未然防止、早期発見、早期解決に取り組む機運を醸成します。 

いじめが発生した場合は、学校がチームとして対処するとともに、市のスクールソ

ーシャルワーカーや生徒支援員、教育相談員、指導主事等が連携して対応するなど、

いじめの早期解決に向けた支援を実施します。 
 

【事業】 

① キャリア学習支援事業 

  〔体験的な学習の支援、生徒会ボランティア活動支援、東日本大震災からの復興・

防災教育の充実 等〕 

② 小学校・中学校国際化教育推進事業 

〔ネイティブスピーカーの各校派遣〕 

③ 学校文化活動事業 

  〔中学校文化連盟への活動支援、音楽コンクール等への出場のための補助金交付 

等〕 

④ 花巻市いじめ問題対策連絡協議会の開催 

 

（４）個に応じた支援体制の充実 

【課題】 

① 障がいの有無によらず、誰もが地域の学校で学べる「インクルーシブ教育」の推進

により、各学校や学級における、特別な支援を必要とする児童生徒への対応の多様化

が進んでいることから、特別支援教育の更なる充実が求められています。 

② 不登校児童生徒の出現は、小学校、中学校ともに増加する傾向が見られることから、

小学校と中学校の連携を密にし、相談・支援体制を整え、早期に対応することが必要

です。 
 

【取組】 

◆特別な支援が必要な児童生徒への対応の充実 

特別な支援が必要な児童生徒への対応については、必要に応じて学校に「ふれあい

共育推進員」を配置するほか、校内特別支援教育研修会の講師派遣を行い、各校にお

いてきめ細かな指導を行うための体制を整備します。 

また、より専門的な支援として、教育相談員による発達検査や保護者との教育相談

等を実施します。 

◆不登校児童生徒への支援の充実 

不登校児童生徒やその保護者等に対して、生徒支援員や教育相談員、スクールソー

シャルワーカーによる家庭訪問のほか、スクールカウンセラーによるカウンセリング
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の実施により、各校における不登校児童生徒への対応を支援します。 

また、福祉担当者等と連携したケース検討会議の開催等に取り組み、必要に応じて

児童福祉相談所等の関係機関との連携も行い、学校を支援していきます。 

【事業】 

① 特別支援事業 

〔ふれあい共育推進員の配置、ことばの教室巡回指導員の配置、特別支援教育研

修の講師派遣、教育相談員及び生徒支援員、スクールソーシャルワーカーの配置、

ケース検討会議の開催、児童生徒適応指導教室（風の子広場の運営） 等〕 

 

（５）学校保健の充実 

【課題】 

① 生活習慣病予防検診（小４・中１）における有所見者の割合は約 16％（Ｒ１結果）

で、前回計画策定時の平成 26 年度と比較し減少傾向にありますが、疾病予防、早期

発見のためにも引き続き健診を行い、家庭と連携した「食育」と「運動」の両面から

の指導が必要です。 

② 歯科保健は、年々う歯の未処置者の割合が減少しているものの、小学校低学年の未

処置率が高い傾向にあり、歯肉の状態の有所見者率についても全国平均を上回ってい

ることから、治療の必要性について家庭の理解促進を図ることが必要です。 
 

【取組】 

◆家庭と連携した健康づくりの推進 

児童生徒の生活習慣病予防については、家庭でのバランスのとれた食生活と継続的

な運動が予防のポイントであることから、「学校保健だより」や面談により、生活改

善の必要性について周知・啓発に取り組みます。 

また、有所見者については、かかりつけ病院の医師から本人と保護者への継続的指

導が最も効果的なことから、各校において受診を促す取組を実施します。 

歯科については、歯科健診後に「受診のおすすめ」や「学校保健だより」等による

口腔衛生の周知・啓発を行い、治療の必要性について家庭の理解促進を図ります。 
 

【事業】 

① 学校保健事業 

〔児童生徒健診、教職員健診、花巻市学校保健会の活動支援 等〕 

 

（６）教育環境の充実 

【課題】 

① 少子化に伴う児童生徒数の減少により、学校の小規模化が進み、学校間の規模や学

習環境にアンバランスな状態が生じており、保護者や地域住民の理解を得ながら、学

校統合や小中一貫校の導入を含めた学校規模の適正化や適正配置を検討する必要が

あります。 

② 多様な教育ニーズに応え、公教育の一端を担う重要な役割を果たしている市内の私
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立高等学校との連携及び支援が必要となっているほか、教育環境と地域の活力維持の

ため、市内の県立高等学校の存続と学級数の維持が求められています。 

③ 学校施設の老朽化が進む中、望ましい学校規模や学校配置を考慮しつつ、児童生徒

が安全に、かつ、安心して学習できる学校施設の整備が求められています。 

④ 学習指導要領において、情報活用能力が言語能力、問題発見・解決能力等と同様に

「学習の基盤となる資質・能力」と位置付けられ、小学校における、プログラミング

教育が必修化されるなど、今後の学習活動において、積極的にＩＣＴを活用すること

が求められていることから、令和時代のスタンダードな学校像として、早急なＩＣＴ

環境整備が求められています。 

⑤ 全国的に、児童生徒が被害者となる事件・事故が多発しており、子どもたちの安全

確保の重要性が高まっています。 

⑥ 児童生徒数の減少や民間路線バスの路線廃止等、スクールバスを取り巻く環境の変

化に対応した運行方法の確立が必要です。 

⑦ 奨学金については、社会経済情勢の悪化と合わせ、滞納者の増加が大きな社会問題

となっていることから、制度の安定的な運営を実現するための施策を検討する必要が

あります。 

⑧ 学校給食センターは、全体的に施設及び大型備品の老朽化が著しく、今後も安全安

心な学校給食の提供を行うことを最優先に、学校給食法学校給食衛生管理基準等に基

づく衛生水準を確保できる施設の維持及び再編を喫緊の課題として検討する必要が

あります。 

⑨ 次代を担う児童生徒の健やかな成長のためには、学校と地域が相互にパートナーに

なって社会総掛かりでの教育の実現を図ることが必要です。 

⑩ 中学校の部活動については、成長期の生徒が運動と休養のバランスのとれた生活を

送ることができることと、教職員が子どもと向き合う時間を確保するため、過度な活

動にならないよう配慮することが必要です。 

 

【取組】 

◆小中学校の適正規模・適正配置に向けた取組 

「花巻市立小中学校における適正規模・適正配置に関する基本方針」で示した「学

校の特性」の実現と多様な学びを提供する教育環境を創出するため、保護者や地域住

民の意見を十分にお聞きしながら、学校統合のほか、小中一貫校の導入を含めた学校

規模の適正化や適正配置の検討を進めます。 

◆学校のＩＣＴ環境の整備 

  令和 年 月策定の「花巻市学校ＩＣＴ推進計画」に基づき、児童生徒の主体的・

対話的で深い学びを実現するため、タブレット端末や大型提示装置などのＩＣＴ環境

の整備を推進します。 

また、「花巻市立小・中学校情報セキュリティポリシー」の普及や改定など、学校

における情報セキュリティの確保に取り組み、教職員及び児童生徒が安心して学校で

ＩＣＴを活用できる環境整備を促進します。 
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◆市内における高等教育環境の維持 

市の高等教育の一翼を担い、優れた人材を輩出している市内の私立高等学校につい

て、安定的な教育環境を維持できるよう支援します。 

また、少子化に伴い、市内高等学校に入学する生徒数の減少が予想されますが、市

内の高等学校を維持し、教育の機会均等を確保するため、各校の特色づくりへの取組

を継続して支援します。 

市内唯一の大学である富士大学については、「相互友好協力協定」に基づき、スポ

ーツや生涯学習分野での連携を継続します。 

◆望ましい教育環境の整備 

施設の老朽化や経年劣化の進行する中、学校施設を定期的に点検し、必要な修繕や

耐震化対策を行うとともに、学校施設の長寿命化計画に基づき、計画的な改修を実施

します。 

また、児童生徒の登下校中の安全確保のため、スクールガードリーダーを中心とし

た学校安全体制に関わる組織の充実に取り組むほか、少子化や民間のバス路線廃止等、

スクールバスを取り巻く環境の変化に対応した、安全で持続可能な通学手段の確保を

図ります。 

◆奨学金制度の充実 

奨学金については、貸与型の「花巻市奨学金」、返還免除型の「はなまき夢応援奨

学金」の両方の制度の在り方について、国の奨学金制度とのバランスを考慮して検討

し、より使いやすい制度の構築を図ります。 

また、保育士、介護士、助産師等として花巻市内に就職した方や市内大学を卒業後

市内に居住した方に対し、奨学金返還金の一部を補助する返還補助制度について、制

度の更なる周知に努め、奨学金を活用した人材確保の推進を図ります。 

◆学校給食の充実 

花巻市の学校給食は、今後も安全安心な学校給食の提供を行うとともに、学校給食

を通じた食育指導の充実にも取り組みます。 

また、花巻地区の７か所の学校給食センター及び石鳥谷学校給食センターにおいて

は、施設や大型備品の老朽化が著しく、学校給食法学校給食衛生管理基準等に基づく

衛生水準を確保することが課題となっていることから、学校教育と社会情勢を鑑み、

施設の長寿命化や再編等を検討した上で、中長期的な基本方針を策定します。 

◆コミュニティ・スクールの導入 

  コミュニティ・スクールを導入し、「地域とともにある学校づくり」を進め、地域

と学校の双方が地域学校協働活動を通して相乗効果を発揮できるようにし、地域と学

校が連携・協働した教育振興に向けた取組の一層の充実を図ります。 

◆部活動の適正化と教職員の働き方改革 

  部活動と休養のバランスを取り、成長期の生徒の健康を保持するとともに、部活動

指導員の配置や部活動の地域スポーツへの移行の推進に努め、教員の負担を軽減し、

生徒指導や教材研究など本来業務に専念できる時間を確保に努めます。 
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【事業】 

① 小中学校区再編成等調査事業 

〔ＰＴＡ等との教育懇談会の開催、有識者で構成する保育教育環境検討会議の開

催 等〕 

② 私立高校振興事業 

〔私立高校振興事業補助金の交付〕 

③ 小学校・中学校施設維持事業 

〔小・中学校施設の維持管理・長寿命化の実施〕 

④ 小学校・中学校学習用端末整備事業 

  〔児童生徒 1人 1台端末及び周辺機器の整備〕 

⑤ 学校安全確保事業 

〔スクールガードの委嘱、登下校の安全確保活動 等〕 

⑥ 育英事業 

〔花巻市奨学金、はなまき夢応援奨学金及び入学一時金の貸与〕 

〔ふるさと保育士確保事業、花巻市介護人材確保事業、ふるさと奨学生定着事業

補助金の交付〕 

⑦ 学校給食施設基本方針策定等事業 

〔学校給食施設基本方針の策定〕 

⑧ 学校地域協働連携事業 

  〔地域人材を活用した学習支援、コミュニティ・スクール調査 等〕 

⑨ 部活動適正化促進事業 

  〔部活動指導員を配置、部活動のあり方検討会議の開催〕 
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【地域】 

○見守る 

○支える 

○叱る 

○ほめる 

○体験の場や

機会の提供 

【保育園・幼稚園・ 

認定こども園等】 

○基本的生活習慣の確立を

サポート 

○子育て支援 

○就学前教育 

【小学校・中学校】 

○確かな学力の保障 

○運動能力の向上 

○社会性の育成 

○特別支援教育 

【家庭（保護者）】 
○ゆるぎない愛情、あたたかい居場所 

○基本的生活習慣の確立 

○社会規範の習得（善悪の判断、日常生活のルール） 

 

【行政】 
○教育環境の整備   ○教育活動等の支援 

○情報の提供（保育園・幼稚園・認定こども園等、小学校・中学校、 

地域、家庭） 

情報提供、協力、参画 

情報提供、協力、 

参画 

情報提供、 

協力、参画 

 

 

～子どもたちが健やかに成長していくために果たすべき役割～ 
 

「１ 子育て環境の充実」及び「２ 学校教育の充実」に掲げる 

「家庭」「地域」「保育・幼稚園・認定こども園等、小・中学校」「行政」の役割 
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３ 生涯学習の推進                       

 

【基本方針】 

「市民が、生涯を通じて学び、広い視野を持って活動するまち」 

  

社会経済情勢の変化への対応や地域課題の解決に向け、市民が生涯を通じて学び、広

い視野を持ち、活動していくためには、学習や活動のための環境づくりが必要です。 

そのために、市民が自主的に生涯学習活動をできるよう支援を行います。また、地域

と連携して青少年の自立に向けた育成を推進するほか、国際都市の実現に向け、市民の

国際理解の醸成を図ります。 

 

【成果指標】…まちづくり市民アンケート（現状値＝令和２（2020）年度結果） 

指標名 現状値 
４年度 
（2022） 

７年度 
（2025） 

日頃、学習活動や趣味、運動などに取り組んでいる

市民の割合 
33.2％ 37.8％ 44.6％ 

 

[目標設定の根拠] 

 本指標は、市民が日頃から物事に関心を持って自主的な学習活動に取り組んでいる

状態を示すものです。 

 平成 27（2015）年度から令和２（2020）年度の実績は、ほぼ横ばいで推移してい

ます。 

目標値は、まちづくり第３期中期プラン３－３生涯学習の推進において設定してい

る成果指標としています。 

 

（１）自主的学習の推進 

【課題】 

① 生涯学習講座やサークル団体等に関する情報や、講師の情報についてＳＮＳ等を活

用した広報媒体の拡充が必要です。また、市民の自主的な生涯学習や地域の生涯学習

活動においては、地域の人口減少や高齢化を踏まえて地域と連携を密にし、柔軟に対

応する必要があります。 

② 若者の趣味活動の個別化が進んでいることなど、生涯学習活動への関心が低い現状

があることから、その背景を分析するとともに把握しながら、若者向け生涯学習講座

の企画が必要です。また、子育てに対する不安や悩みを感じる親が増えている中、子

育てに関する情報や学習機会を工夫し、家庭教育に対する関心を高めることが必要で

す。 

③ 花巻図書館をはじめ老朽化している生涯学習施設は、安全で快適な学習空間として

適切な整備が必要です。 
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【取組】 

◆多様なニーズやライフスタイルに応じた講座の開設 

市民の多様なライフスタイルに対応した各種講座等を開設するとともに、若者のニ

ーズを把握し、新たな事業を企画、実施するなど、参加者の拡充に取り組みます。 

◆自発的・自主的学習活動の支援と相談体制の充実 

  自発的・自主的な学習活動や地域での生涯学習活動の支援を行うとともに、専門知

識や技能を持つ市民を生涯学習講師として派遣します。 

◆情報発信の強化 

生涯学習に関する講師や地域資源などの情報を発信します。 

◆生涯学習関連施設の充実・利用促進 

生涯学習施設等の維持管理、充実に努め、その利用促進を図るとともに、新しい花 

 巻図書館の整備について検討を進めます。 
 

【事業】 

① 生涯学習講座開催事業 

〔市民講座、高齢者学級、女性学級、大学協力講座、コミュニティ生涯学習事業の

支援、家庭教育事業等〕 

② 生涯学習活動支援事業 

〔ふれあい出前講座、生涯学習フェア（まなび学園祭）の開催、まなびキャンパス

カードの利用促進、学習資源検索システム運用等〕 

③ 視聴覚教育推進事業 

〔団体への視聴覚資料・機材の貸出し、各種映画会の開催 等〕 

④ 生涯学習施設整備事業 

〔生涯学園都市会館（まなび学園）改修、（給排水設備修繕、全館ＬＥＤ交換 他）〕 

⑤ 読書活動推進事業 

〔ブックスタート及びブックスタートプラス事業、読み聞かせ事業、みんなでライ

ブラリー事業、読書おもいで帳の発行 等〕 

⑥ 図書館整備事業 

〔（仮称）新花巻図書館の整備〕 

⑦ 図書館改修事業 

  〔石鳥谷図書館空調設備の更新〕 

 

（２）青少年健全育成の推進 

【課題】 

① 青少年が参加しやすい事業の計画と、事業の周知方法を検討する必要があります。 

② 非行の発生をさらに減らすため、継続した非行防止の取組が必要です。 

③ インターネットやスマートフォンの普及などにより犯罪が多様化していることか

ら、犯罪に巻き込まれないように正しい利用の仕方について啓発を図る必要があります。 
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【取組】 

◆健全育成活動の推進 

 人と社会との関わりや地域・自然の中で様々な体験や学習を通し地域の良さを実感

し、自己実現のための向上心を持つ青少年の育成を図るため、関係団体と連携しなが

ら青少年の健全育成活動を推進します。 

また、成人式実行委員会を組織して主体的な成人式開催を支援し、成人としての責

務の理解や、まちづくり意識の醸成を図ります。 

◆青少年の非行防止 

  子どもたちの健全育成を目的に、少年センターによる街頭補導や有害図書等の撤去

活動を推進します。 

 また、インターネットやスマートフォン等による犯罪から子ども達を守るため、関

係機関との連携を強化します。 
 

【事業】 

① 青少年活動推進事業 

〔青少年体験活動事業の開催、青少年関係団体への補助、成人式の開催〕 

② 少年センター運営事業 

〔少年補導委員による街頭補導活動の実施 等〕 

 

（３）国際化の推進 

【課題】 

① 市内外の若者を含め、日本以外の文化や考え方等についての理解を深め、柔軟に受

け入れる重要性が高まっていることから、国際理解を深めるための取組についての周

知が必要です。 

② 国際交流に関心のある市民の割合が、平成 30（2018）年度に 37.3％となっており、

交流活動を行ってきた人たちの高齢化や固定化が見られることから、国際交流事業へ

の関心と理解を高め、新たな参加者を増やすことが必要です。 

③ 国内友好都市との交流についての情報が不足し、市民団体等による交流事業の実施

や参加が難しくなっていることから、国内友好都市や交流事業に関する情報発信が必

要です。 

④ 定住外国人のための日本語講座や日本文化体験講座等の開催要望があることから、

定住外国人に向けた支援等の検討が必要となっています。 

⑤ 外国人労働者が増加していることから、外国人労働者の日常生活や余暇活動につい

て支援が必要です。 

【取組】 

◆国際理解の醸成 

  「国際フェア in はなまき」等のイベントを開催し、より多くの市民が海外の多様

な文化に触れ、交流や体験ができる機会を提供します。 

◆国際都市化に向けた環境づくり 
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外国人向けの講座を開催するほか、日常生活や余暇活動についての支援等を検討す

るとともに、多言語による情報発信に努めます。 

◆国際交流の推進 

  姉妹都市等との交流事業を実施するとともに、ベルンドルフ市 55 周年、ラットラ

ンド市 35周年、ホットスプリングス市 30周年記念事業を実施します。 

◆国内交流の活性化 

  国内友好都市に関する情報を発信するとともに、友好都市との交流事業を実施しま 

す。 
 

【事業】 

① 国際都市推進事業 

〔国際理解推進、定住外国人支援、国際フェア inはなまき等、花巻国際交流協会 

事業の支援〕 

② 国際姉妹都市等交流推進事業 

〔姉妹都市等交流事業の支援、姉妹都市との周年記念事業の実施 等〕 

③ 国内友好都市交流推進事業 

〔国内友好都市（平塚市・十和田市）との交流〕 
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４ スポーツの振興                       

 

【基本方針】 

「市民が、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽にスポーツに親しみ

元気に活動するまち」 

 

スポーツは健康維持と体力の向上のみならず、座学では養えない社会性や礼節等を体

得するための営みでもあり、第３章における「本市教育の特長」にも掲げた、「文武を

重んずる気風」を守り育て、発展させていく上でも、重要な取り組みです。 

元気でたくましい子どもと、生涯にわたって健康でスポーツに親しむ市民を育成する

ことを目指し、多種多様なスポーツの振興を図ります。 

 

【成果指標】…まちづくり市民アンケート（現状値＝令和２（2020）年度結果） 

指標名 現状値 
４年度 
（2022） 

７年度 
（2025） 

日頃からスポーツに取り組んでいる市民（20歳以上）

の割合 
49.1％ 63.0％ 65.0％ 

 

[目標設定の根拠] 

 本指標は、市民のスポーツ実施割合を示すものです。 

 平成 29（2017）年度までの実績は、若干減少傾向ではあったものの、平成 30（2018）

年度以降は、上昇に転じています。 

 目標値は、国のスポーツ立国戦略及びスポーツ基本計画における目標（令和３

（2021）年に 65％）と同値としていますが、当市の目標年度については、花巻市まち

づくり総合計画（第３期中期プラン）と同様、令和５（2023）年度としています。 

 

（１）生涯スポーツの推進 

【課題】 

① 運動をほとんど行っていない市民の割合が 30.6％（令和２年度市民アンケート）

で、依然高い傾向にあり、市民が気軽にスポーツに親しむ機会の提供が必要です。 

② 老朽化が進んでいるスポーツ施設があり、利用実態に応じた施設整備や既存施設の

計画的な維持管理が必要です。 

③ 学校や地域の実情に応じたスポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等を活用し

た事業が望まれており、地域主体のスポーツ活動支援が必要です。 

④ 地域でのスポーツ指導者が多忙化しており、スポーツ指導への支障が出ています。

さらに、地域スポーツ指導者の地域での役割増大や高齢化への対応が課題となってい

ます。 
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【取組】 

◆生涯スポーツ活動の推進 

多くの人が気軽にスポーツに親しめるよう、魅力あるスポーツイベントや多様なス

ポーツ種目を体験できる教室等を企画・実施します。 

また、スポーツ少年団活動など、より身近で地域に根ざした生涯スポーツを推進す

るため、指導者を養成・派遣するとともに、市民のスポーツ活動の場として、また大

規模大会等に対応するため、スポーツ施設の利用環境を整えます。 

地域で気軽に参加できるスポーツ活動として引き続き早起きマラソンの推進を図

ります。 

スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等を含めた地域主体のスポーツ活動を

支援するとともに、その育成と定着化、安定経営に向けた検討を行います。 

住民のスポーツやレクリエーション活動の場を確保するため、学校体育施設を一般

開放します。 
 

【事業】 

① 地域スポーツ推進事業 

〔早起きマラソンやスポーツ教室等の開催〕 

② 地域スポーツ支援事業 

〔（一財）花巻市体育協会やスポーツクラブ、各種実行委員会が実施するスポーツ 

教室やイベント等の開催支援〕 

 

（２）競技スポーツの推進 

【課題】 

① 県大会以上の大会への出場件数は、ほぼ横ばいの状態であり、子どもたちをはじめ、

競技レベルの向上を目指す選手たちには、夢の実現や市民に希望を与える上でも支援

が必要です。 

② スポーツ指導者が多忙化しており、スポーツ指導への支障が出ているため、競技力

向上に取り組むために、スポーツ指導者の育成が必要です。 

【取組】 

◆競技レベルの向上 

各種スポーツ団体等が実施する競技スポーツ大会の開催を支援するとともに、全国

大会等へ出場する選手に対する支援を行います。 

選手の競技力向上を図るため、充実したスポーツ施設などの地域特性を生かし、全

国規模の大会やプロスポーツイベントなどを積極的に誘致するとともに、指導者講習

会の開催等による指導者の養成・強化に取り組みます。 
 

【事業】 

① 競技スポーツ支援事業 

〔（一財）花巻市体育協会への支援、スポーツ競技大会出場事業補助金の交付、ス

ポーツ指導者の育成支援〕 
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② 第 49回東北総合体育大会開催事業 

〔第 49回東北総合体育大会の開催、市実行委員会の設立〕 

 

（３）大規模スポーツ大会の開催 

【課題】 

① 大規模スポーツ大会やイベントの入込者数は減少していますが、東北大会以上の開

催件数は横ばいの状態であり、地域経済の活性化や施設の有効利用の観点から、大規

模スポーツ大会やイベントの誘致が必要です。 

② 合宿の誘致件数は横ばいであり、交流人口拡大の観点から、当市の交通の利便性や

スポーツ施設の優位性を生かした合宿誘致が必要です。 

③ 各スポーツ施設の老朽化が進んでおり、計画的な改修や高規格化が必要です。 

 

【取組】 

◆スポーツイベント・大規模大会の誘致 

はなまきスポーツコンベンションビューローを核としたスポーツ大会の誘致と開

催支援を行うとともに広域的な連携による国際スポーツ大会の誘致推進を行います。 

◆合宿の誘致 

施設の市民利用を優先しながらも、交流人口拡大や施設の有効利用の観点から、関

係自治体とも連携して合宿の誘致を推進します。 

◆大規模スポーツ施設の充実 

大規模大会などに対応した施設の計画的な改修を行います。 

 

【事業】 

① スポーツ大会・合宿誘致推進事業 

〔大規模スポーツ大会や合宿の誘致を推進〕 

② 東京 2020オリパラ関連イベント開催事業 

〔東京 2020オリンピック聖火リレーの開催〕 

〔東京 2020パラリンピック聖火フェスティバルの開催〕 

〔東京 2020オリンピックパブリックビューイングの開催〕 

③ 日本スポーツマスターズ 2022岩手大会（仮称）開催事業 

  〔日本スポーツマスターズ 2022の開催〕 

④ スポーツ施設環境整備事業 

〔大規模大会などに対応したスポーツ施設の改修〕 
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５ 芸術文化の振興                       

 

【基本方針】 

「市民が、地域の歴史や文化、先人に誇りを持ち、芸術文化に親しむまち」 

  

多様な芸術文化活動は、市民の豊かな心を育み、市民生活に潤いを与える大切な活動

です。そのため、創造と継承を支援し、市民が身近に親しむことができる環境づくりが

必要です。 

また、本市は、宮沢賢治や萬鉄五郎をはじめとする多くの先人を輩出するとともに、

早池峰神楽や鹿踊等の民俗芸能、さらには県内有数の埋蔵文化財包蔵地を有するなど、

多数の有形・無形の文化財に恵まれています。 

 このような先人の事績や文化財を価値あるものとして後世に伝えていくために、その

保護はもちろんのこと、学校や文化・観光施設との連携による有効活用を図っていく必

要があります。 

 

【成果指標】…まちづくり市民アンケート（現状値＝令和２（2020）年度結果） 

指標名 現状値 
４年度 
（2022） 

７年度 
（2025） 

この１年間に芸術文化活動を行った市民の割合 21.8％ 30.0％ 40.0％ 

郷土の歴史・文化に対する誇りや愛着を持つ市民の

割合 
69.2％ 70.0％ 71.0％ 

 

[目標設定の根拠] 

 本指標は、芸術文化に触れ、親しんでいる市民の割合及び地域・郷土に対する市民

の誇りと愛着度を示すものです。 

 平成 28（2016）年度から令和２（2020）年度の実績は、「芸術文化活動」について

は、年々、数値の上昇が見られたが、令和元（2019）年度(令和２（2020）年度アン

ケート)は、コロナウイルス感染拡大防止のため活動自粛もあり数値が低下したもの

と考えます。「郷土への誇りや愛着」は、上昇基調で推移しています。 

目標値は、花巻市まちづくり総合計画・第３期中期プランの成果指標に基づき、「芸

術文化活動」は、令和５（2023）年度に県内都市の上位数値である 40％を達成、「郷

土への誇りや愛着」は、令和７（2025）年度に 71％を達成するとしています。 

 

（１）芸術文化活動の推進 

【課題】 

① 市民のライフスタイルの多様化により、芸術文化に対する関心が高まっていること 

から、鑑賞機会の創出と活動の場の提供が必要です。 

② 既存の芸術文化団体の会員数が高齢化により低下していることから、より多くの市 

民が積極的に活動する機運を醸成することが必要です。 
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③ 芸術文化活動の鑑賞の場、発表の場である文化会館の老朽化が進行しており、大規 

模な改修等が必要です。 
 

【取組】 

◆芸術文化に触れる機会の提供 

萬鉄五郎記念美術館の企画展や文化会館を会場とした演劇や音楽の鑑賞、文化芸術

に触れる講座等、様々な分野の優れた芸術に触れる機会をつくります。 

文化会館については、快適な施設環境を維持するため、計画的な修繕を行うほか、

長寿命化に向けた施設改修について検討を進め、また、美術作品の保管場所について

検討します。 

◆芸術文化活動の支援 

若者を含めたより多くの市民が文化活動へ参加する機運を醸成するための、芸術活

動のＰＲと活動成果の発表スペースの確保、児童生徒の文化活動の振興・発展を図る

ための補助金交付による支援に継続して取り組みます。 

 

【事業】 

① 芸術文化推進事業 

〔小学生のためのアートセミナーの開催、美術品貸出事業、市芸術協会への支援、

市民芸術祭、芸術文化全国大会への出場補助 等〕 

② 芸術文化推進事業（文化会館） 

〔文化会館自主事業公演〕 

③ 学校文化活動事業 

〔花巻市中学校文化連盟の活動支援、音楽コンクール等出場経費の一部補助、学

校へ美術作品展示〕 

④ 萬鉄五郎記念館企画展示事業 

  〔企画展覧会・収蔵資料展の開催〕 

⑤ 美術普及活動推進事業 

  〔萬鉄五郎祭の開催〕 

⑥ 萬鉄五郎美術館等整備事業 

  〔美術館収蔵施設の整備〕 

 

（２）先人の顕彰 

【課題】 

① 郷土の先人の偉業を顕彰し広く周知することにより、次代を担う子どもたちをはじ

め多くの市民が、地域の文化や歴史に触れ郷土に対して誇りと愛着を持つようになる

ことが必要です。 

② 先人の偉業を本市のまちづくり及び人づくりに生かしていくため、市民への周知は

もちろんのこと、先人に関する情報を広く全国に発信できる、魅力ある展示や講座の

開設が必要です。 
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【取組】 

◆郷土の先人に対する理解の促進 

先人に関する調査研究を進めるとともに、各記念館の相互の連携と機能分担を図り、

先人に関連したより魅力的な市民講座や企画展示等に取り組み、その内容を観光部門

と連携し、広く全国に向け情報発信します。 

また、学校教育との連携を図り、先人に対する子どもたちの理解の促進に努めます。 

◆賢治さんの香りあふれるまちづくりの推進 

宮沢賢治関連施設の環境整備や関連催事を開催するとともに、それらの情報発信を

強化し、宮沢賢治生誕地として魅力あるまちづくりを進めます。 
 

【事業】 

① 賢治のまちづくり推進事業 

〔賢治セミナー等講座の開催、宮沢賢治賞・イーハトーブ賞贈呈式、宮沢賢治記念

館特別展、全国高校生童話大賞、創造芸術公演、賢治フェスティバル、賢治アート

ストリート、イベントカレンダー 等〕 

② 先人顕彰推進事業 

〔共同企画展、先人顕彰ギャラリー展の開催〕 

③ 宮沢賢治普及・啓発事業（宮沢賢治イーハトーブ館） 

〔企画展の開催、シンポジウム・研修会・講座等の開催〕 

④ 企画展示事業 

〔新渡戸記念館、萬鉄五郎記念美術館、高村光太郎記念館、総合文化財センター、

博物館における企画展示、講座等〕 

 

（３）文化財の保護と活用 

【課題】 

① 本市は、県内でも有数の無形・有形文化財、埋蔵文化財包蔵地を有しており、これ

らを市民共有の財産として後世への引継ぎや活用のための措置を講ずる必要があり

ます。 

② 文化財に対する市民の関心や認知、保護にかかる理解が十分に浸透していないこと

から、向上させる手立てが必要です。 
 

【取組】 

◆文化財の保護と活用の推進 

  文化財の保護と活用を目指し、その内容や価値の周知のため、案内表示や説明板の

設置・改修に引き続き取り組むとともに、指定文化財の補修等に対する補助制度を拡

充します。 

◆記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の調査等の推進 

 「石鳩岡神楽・土沢神楽」の映像記録を作成します。「倉沢人形歌舞伎」について

は、沿革や現在の活動等の詳細調査を行います。 

◆花輪堤ハナショウブ群落の調査・保存管理 
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  ノハナショウブの花茎数や花色調査、除草による植生への影響調査等を行い、その

成果をもとに「（仮称）花輪堤ハナショウブ群落保存管理計画」を作成し、保存管理

に努めます。 

◆文化財保存活用地域計画の作成 

  市民の参加・協力を得て、様々な地域の宝（文化財）を教えていただき、将来にわ

たって文化財の保存管理や活用するために必要な方策等をとりまとめます。 

◆花巻城跡の調査・保存 

  花巻城の歴史的価値、文化的価値を後世に伝える必要があることから、花巻城本丸

跡の内容確認調査を行い、その成果も参考に「（仮称）花巻城跡保存計画」を作成し

ます。また、城内伊藤家住宅の修復・復元に取り組み、復元後は一般公開します。 

◆埋蔵文化財の保護 

  埋蔵文化財を適切に保護するため、遺跡の調査等を行うとともに、遺跡に対する市

民の興味関心を高めるため企画展や講演会等を開催します。また、収蔵資料の再整理

を行い収納スペースの効率化を図るとともに、展示公開・体験学習会を開催します。 

◆特別展、テーマ展、企画展の充実 

  博物館が行う特別展は、全国的に話題となっている事や多くの人が興味を持つ展覧

会とし、テーマ展や企画展は市民が花巻の歴史や文化財に親しみ、知的好奇心に応え

る魅力ある展覧会とします。また、講座や体験学習会、出前授業メニューの充実に努

めます。 

◆市史編さんへの着手 

４市町合併から 15年が経過したことから、市史編さんに着手します。 

 

【事業】 

① 文化財保護活用事業 

〔文化財の調査及び指定、市所有文化財の管理、個人所有文化財の管理指導や補

修等の補助、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の調査、花輪堤ハナ

ショウブ群落の調査、文化財保存活用地域計画の作成〕 

② 埋蔵文化財保護活用事業（総合文化財センター） 

〔遺跡の記録保存調査、花巻城跡の調査、総合文化財センター収蔵資料の再整理、

企画展・講演会・体験学習会の開催〕 

③ 展示活動事業（博物館） 

〔特別展、テーマ展、企画展の開催〕 

④ 教育普及活動事業（博物館） 

〔各種講座、体験学習、博学連携出前授業〕 

⑤ 市史編さん事業 

〔市史編さんに関わる体制整備、資料収集・調査・分析〕 

 

（４）民俗芸能の伝承 

【課題】 
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① 本市は、民俗芸能の盛んな地域でありますが、なかには後継者不足から伝承に苦慮

している団体もあり、後世に引き継いでいくための取組が必要です。 

 

【取組】 

◆民俗芸能等の伝承活動の支援促進 

各団体が実施している地域に根ざした形での保存伝承活動の支援策として、鑑賞会

等の活動成果の発表機会を提供するほか、各種大会や発表会等の開催を支援するとと

もに、市広報紙やホームページ等を活用した積極的な情報提供を行います。 

また、民俗芸能団体との意見交換会を開催し、団体が抱える課題を把握してその課

題解決に向け民俗芸能団体とともに取り組みます。 
 

【事業】 

① 民俗芸能伝承支援事業 

〔花巻市郷土芸能鑑賞会、花巻市青少年郷土芸能フェスティバル、古民家活用郷

土芸能鑑賞会の開催、小中学校への民俗芸能団体の派遣〕 
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第５章 市民とともに歩む教育行政の推進 

 

１ 教育委員会の機能強化 

 教育委員会は、教育の政治的中立性、継続性・安定性の確保、多様な民意の反映と

いう執行機関としての役割を十分に果たすとともに、平成 27（2015）年４月１日から

施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成

26 年法律第 76 号）」いわゆる「改正地方教育行政法」の趣旨に則り、総合教育会議等

を通じた市長との緊密な連携のもと、市民の意思を的確に反映した教育行政の推進に努

めます。 

 

２ 事務局・機関等の機能強化 

教育施設等の維持管理については、花巻市公共施設マネジメント計画、花巻市学校施

設長寿命化計画との整合性を図りつつ、各所管課等との連携のもと、効率的かつ効果的

な施設の運営及び保全に努めます。 

 また、市長部局に移管・補助執行している生涯学習部門との情報共有をより一層充実

し、保育園・幼稚園・認定こども園や小中学校と生涯学習部門の連携強化を図り、社会

教育ひいては家庭の教育力の充実・強化の実現に努めます。 

 

３ 開かれた教育行政の推進 

教育委員会においては、これまでも市広報紙を活用した教育に関する情報の提供、教

育委員会議の公開と合わせた議事録及び会議資料の公開を実施しているほか、各種計画

の策定や事業の実施に当たっては、市民の声を反映させるべく、複数回にわたる説明会

の開催等に取り組んできました。 

今後は、市ホームページへの情報掲載のスピードアップを図るとともに、教育委員会

に寄せられる教育行政に関する相談や苦情に対する関係窓口の対応をより適切かつ迅

速に行うよう努めるなど、開かれた教育行政の更なる推進を図ります。 
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第６章 計画の進行管理 

 

１ 基本計画の進行管理 

基本計画の進行管理については、成果指標の達成度を毎年度把握することとし、その

結果を花巻市教育振興審議会に報告し、協議をいただくこととします。 

また、国の教育改革の状況を注視しつつ、本計画を見直す必要が生じた場合は、前述

の審議会はもとより、総合教育会議の審議等を経て、変更を行うものとします。 

 

２ 実施計画の策定と進行管理 

本計画に掲げた事業の具体的な内容、実施年度、事業費等を「花巻市教育振興基本計

画実施計画」として定め、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を行うものとします。 

また、花巻市教育振興審議会において、計画の実施状況報告及び評価を行う

とともに、その結果の公表についても、市ホームページ内の教育委員会ページ

活用等の手法により、より多くの市民が情報を得ることができるよう取り組み

ます。 

 


